
1 

 

氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託プロポーザル評価要領 

 

１ 目的 

この要領は、氷見市×羽咋市若者・女性のキャリアアップ支援業務委託の企画提案募集における優

先交渉権者を選定するためのプロポーザル評価方法について定めることを目的とする。 

 

２ 評価方法 

優先交渉権者を選定する評価方法は、以下のとおりとする。 

（１）評価委員 

別紙１「評価委員会委員名簿」のとおりとし、評価委員の任期は、決定の日から当該委員会に係

る企画提案の選定が終了する日までとする。 

（２）企画案、事業実施能力等に関する評価 

 評価項目及び評価内容等は、別紙２のとおりとし、プレゼンテーションの技量は点数化しない。 

（３）プロポーザル評価の対象 

企画提案者が提出した企画提案書等 

（４）優先交渉権者の決定方法 

各評価委員の別紙２における評価項目１から４までの採点の合計を、評価委員数で除した評価点

（９０点満点）と「提案価格に係る評価」点（１０点満点）の総合評価点により順位を付す。採点

結果に基づき、優先交渉権者を１者選定する。 

 

総合評価点は、 

「評価項目 1～４に係る評価基準」における評価点＋「評価項目５に係る評価基準」における評価点 

        （９0 点満点）                 （１０点満点） 

 

（５）複数の同得点者が生じた場合 

複数の同得点者が生じた場合は、評価委員が協議の上、その順位を決定する。 

（６）最低基準点 

総合評価点の７割であることを最低基準点とし、最低基準点を満たさない企画提案者は選定の対

象としない。 

（７）応募者が１者の場合の取扱い 

最低基準点を満たす場合は、当該企画提案者を優先交渉権者とする。 

（８）評価における利害関係者の排除 

利害関係者による応募に関しては、評価委員は評価を辞退する（評価に加わらない）こととする。

この場合、他の評価委員による評価点の平均点を評価委員の採点の合計に加算する。 

 

３ その他 

（１）当該評価に関する庶務は氷見市産業振興部商工観光課が行うものとする。 

（２）この要領に定めるもののほか、評価に関し必要な事項は、評価委員が協議の上、決定する。 
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別紙１ 

評価委員会委員名簿 

 

 

委 員 
区 分 

職 氏  名 備  考 

    

    

    

    

    

    

※評価委員会委員名簿は非公開とする。 
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別紙２  

評価項目及び評価内容 

評価項目及び評価内容における評価 

以下の各項目の評価内容に基づき、各項目の評価基準点の合計を１００点満点として採点し、評

価項目１から４については、各評価委員の採点の合計を評価委員数で除して算出する。 

評価項目 評価内容 

評価基準点 

優れてい

る 

（Ａ） 

やや優れ

ている 

（Ｂ） 

普通 

 

（Ｃ） 

やや 

不十分 

（Ｄ） 

不十分 

 

（Ｅ） 

１ 業務実施体制 
本業務を迅速かつ正確に実行するため
の体制や人員が確保されているか。 

５点 ４点 ３点 ２点 １点 

２ 会社の実績 
本業務を実行できるだけの実績やノウ
ハウを有しているか。 

５点 ４点 ３点 ２点 １点 

３ 業務理解度 
本業務の目的や内容が十分に理解さ
れているか。 

１０点 ８点 ６点 ４点 ２点 

４ 提案内容 

両市内の企業へのヒアリング調査の趣
旨を理解し、効果性が高い提案がなさ
れているか。 

１５点 １２点 ９点 ６点 ３点 

両市内の企業の業務切り出しにあたっ
て、効果性が高い提案がなされている
か。 

２０点 １６点 １０点 ８点 ４点 

スキルアップ講座の趣旨を理解し、効
果性が高い提案がなされているか。 

１０点 ８点 ６点 ４点 ２点 

チャレンジジョブ（試し働き）の趣旨
を理解し、効果性が高い提案がなされ
ているか。 

１０点 ８点 ６点 ４点 ２点 

両市の効果性が高い協力・連携体制の
提案がなされているか。 

１５点 １２点 ９点 ６点 ３点 

５ 
提案価格に
係る評価 

 １０．０～０．０ 

計 点／１００点 

 

※提案価格に係る評価 

業務見積書に記載された提案価格で行うものとする。「提案価格に係る評価」点については次式

で計算するものとし、その計算にあたっては、小数点以下第２位を四捨五入し、評価点の上限を 

１０点とする。（以下の式で求められる数値が上限を超えるものは上限点に読み替えるものとする。） 

 

                 －10.0×提案価格  

「提案価格に係る評価」点 ＝              ＋10.0  ×10 

                    見積限度額 

※氷見市の見積限度額は９，７５５千円、羽咋市の見積限度額は３，０００千円（いずれも消費 

 税及び地方消費税相当額を含む）とし、「提案価格に係る評価」における見積限度額は、両市 

 の限度額の合計とする。 


